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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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公

告

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
届
出

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
九

条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二

百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ジ
ェ
ン

二

代
表
者
の
氏
名

川
北

秀
人
、
根
本

信
博

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
港
区
赤
坂
七
丁
目
五
番
二
十
七
号

赤
坂
パ
イ
ン
ク
レ

ス
ト
三
〇
五
号
室

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ａ
Ｃ
Ｅ

二

代
表
者
の
氏
名

尾
上

由
香

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
台
東
区
東
上
野
一
丁
目
六
番
四
号

あ
つ
き
ビ
ル
三
階

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変

更
の
届
出
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二

十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
シ
ー
ズ
・
市
民
活
動
を
支
え
る
制
度
を

つ
く
る
会

二

代
表
者
の
氏
名

池
本

桂
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
中
野
区
上
鷺
宮
三
丁
目
十
三
番
一
号

鷺
宮
ガ
ー
デ
ン

ハ
ウ
ス
Ａ
二

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｔ
Ａ
Ｂ
Ｌ
Ｅ

Ｆ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
Ｗ
Ｏ

Ｉ

ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ

二

代
表
者
の
氏
名

小
暮

真
久

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
六
番
三
十－

三
〇
八
号

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｅ
Ｓ
Ａ
ア
ジ
ア
教
育
支
援
の
会

二

代
表
者
の
氏
名

内
田

智
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
狛
江
市
東
和
泉
一
丁
目
二
十
三
番
三
号

正

誤

○
令
和
二
年
四
月
二
十
八
日
付
公
告

増
刊
５９
二
ペ
ー
ジ
上
段
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。
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